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(57)【要約】
　３Ｄスキャナシステム及びそのようなシステムを使用
する方法が開示される。３Ｄスキャナシステムの手持ち
スキャナは、例えば患者の上顎及び下顎の歯が走査され
る走査手順において使用者が外部ユニットに係わる必要
がないように、システムの作動モードを制御するために
使用される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つのステップを有する走査手順によって物体のデジタル３Ｄ表示を記録す
るための３Ｄスキャナシステムであって、前記スキャナシステムが、
　－走査モードで作動されるとき前記物体について表面データを記録できる手持ちスキャ
ナと、
　－前記記録された表面データから前記物体のデジタル３Ｄ表示を生成するように構成さ
れた制御ユニットと、
　－前記物体の前記デジタル３Ｄ表示を表示するためのディスプレイと、
　を備え、
　前記手持ちスキャナが、前記制御ユニットとの手動対話を可能にする１つ又は複数の対
話装置を備え、
　前記１つ又は複数の対話装置の第１タイプの起動が、前記システムが前記走査モードへ
入れるようにし、
　前記１つ又は複数の対話装置の第２タイプの起動が、前記スキャナシステムがメニュー
モードに入れるようにし、前記メニューモードにおいて、１つ又は複数のメニュー項目を
含むメニューが前記ディスプレイ上に提示され、前記手持ちスキャナが提示された前記メ
ニュー項目の中から選択を行うように構成される、
　スキャナシステム。
【請求項２】
　前記メニュー項目が前記走査手順の次のステップへ進むことを含む、請求項１に記載の
システム。
【請求項３】
　前記メニュー項目が、前記走査手順の前のステップを反復又は継続することを含む、請
求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記メニュー項目が、表示された前記デジタル３Ｄ表示の視界を調節できる検査モード
へ入ることを含む、請求項１～３のいずれかに記載のシステム。
【請求項５】
　前記手持ちスキャナが、少なくとも前記メニューモードで作動するとき前記手持ちスキ
ャナの前記移動を検出するように構成された少なくとも１つのモーションセンサを備え、
前記制御ユニットが、検出された前記移動をメニュー項目の選択へ変換するように構成さ
れる、請求項１～４のいずれかに記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１及び第２タイプの起動の両方が、同じ前記対話装置で実施され、前記第１タイ
プの起動が前記対話装置の短時間起動を含み、前記第２タイプの起動が、所望の前記メニ
ュー項目が選択されるまで前記対話装置の前記起動を維持することを含む、請求項１～５
のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
　前記第１及び第２タイプの起動の両方が、同じ前記対話装置で実施され、前記第１タイ
プの起動が、走査モードと非走査モードの間で変化するように更に構成される、請求項１
～６のいずれかに記載のシステム。
【請求項８】
　メニューモードにおいて、前記スキャナシステムが非走査モードにある、請求項１～７
のいずれかに記載のシステム。
【請求項９】
　前記メニュー項目の少なくとも一部が、十字形に沿って又は前記選択項目が少なくとも
部分的円形若しくは部分的リングを形成するように配列されるなど、中心の周りに放射状
に配列される、請求項１～８のいずれかに記載のシステム。
【請求項１０】
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　前記手持ちスキャナの前記配列が、前記メニューモードへ入るとき前記中心を画定する
、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　３Ｄスキャナシステムの手持ちスキャナを使用して患者の上顎及び下顎の歯を走査する
方法であって、前記手持ちスキャナが、前記システムが走査モードで作動されるとき物体
の表面データを記録でき、前記方法が、
　－第１タイプの対話によって前記手持ちスキャナの第１対話装置を起動することによっ
て前記スキャナシステムの前記走査モードへ入ることと、
　－前記システムが走査モードにあるとき、前記顎の一方について表面データを記録する
ことと、
　－前記第１対話装置と又は前記手持ちスキャナの第２対話装置との第２タイプの対話に
よって前記スキャナシステムのメニューモードへ入ることであって、前記メニューが前記
スキャナシステムのディスプレイ上に表示された１つ又は複数のメニュー項目を含む、入
ることと、
　－前記手持ちスキャナを使用して前記所望のメニュー項目を選択することと、
　－前記選択されたメニュー項目に関連する動作を実施することと、
　を含む、方法。
【請求項１２】
　前記選択されたメニュー項目が、走査モードへ入ることと前記顎の他方を走査すること
とである、請求項１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概略的に、手持ち３Ｄスキャナ及び少なくとも１つのディスプレイを備える
システム及び方法に関するものであり、手持ち３Ｄスキャナはスキャナシステムの制御ユ
ニットと対話する手段を与える。
【背景技術】
【０００２】
　口内走査によって患者の歯列のデジタル３Ｄ表示を記録する際、走査手順は、典型的に
は２つ又はそれ以上のステップに分割される。上顎及び下顎の歯の走査は、２つのステッ
プを必要とし、歯が咬合されているときの歯の相対的配列に関する情報を提供するバイト
スキャンが、第３ステップを形成する。操作者は、現在の走査が３つの走査のうちどれに
関するものであるかを、スキャナシステムの制御ユニットに入力する必要がある。
【０００３】
　コンピュータマウス、スペースボール及びタッチスクリーンなど、走査手順を制御しか
つ走査において記録されたデジタル３Ｄ表示を表示するソフトウェアのための様々なユー
ザー対話装置が、使用されている。これらの対話装置の操作のためには、物理的に装置に
触れる必要がある。即ち、歯科医は、患者から手を離して、ユーザー対話装置に触れる必
要がある。
【０００４】
　ユーザー対話装置に物理的に触れることは、患者間又は患者と操作者との間の相互汚染
のリスクがあるので医療用には不利益である可能性がある。
【０００５】
　医療用の３Ｄデータ表示のためのノンタッチユーザーインターフェイスが、いくつか、
文献に説明されている。Vogt他（２００４）は、医療用３Ｄ画像化データの現場可視化の
ためのタッチレス対話システムについて説明する。このユーザーインターフェイスは、反
射性マーカーの追跡を基本とし、医師の頭にカメラが取り付けられる。Graetzel他（２０
０４）は、手ぶりをマウス動作として解釈するタッチレスシステムについて説明する。こ
れは、立体視に基づくものであり、最小限の侵襲性の手術に使用するためのものである。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　それでも、３Ｄスキャナシステムの制御ユニットと対話するためのユーザーインターフ
ェイスを必要とするシステムを改良する問題が残る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　少なくとも２つのステップを有する走査手順によって物体のデジタル３Ｄ表示を記録す
るための３Ｄスキャナシステムを開示する。スキャナシステムは、
　－走査モードで作動されるとき物体について表面データを記録できる手持ちスキャナと
、
　－記録された表面データから物体のデジタル３Ｄ表示を生成するように構成された制御
ユニットと、
　－物体のデジタル３Ｄ表示を表示するためのディスプレイと、
　を備え、
　手持ちスキャナは、制御ユニットとの手動対話を可能にする１つ又は複数の対話装置を
備え、
　１つ又は複数の対話装置の第１タイプの起動は、スキャナシステムが走査モードへ入れ
るようにし、
　１つ又は複数の対話装置の第２タイプの起動は、スキャナシステムがメニューモードへ
入れるようにする。メニューモードにおいて、１つ又は複数のメニュー項目を含むメニュ
ーがディスプレイに提示され、手持ちスキャナは、提示されたメニュー項目の中から選択
を行えるように構成される。
【０００８】
　１つ又は複数の対話装置は、操作者が手を手持ちスキャナから離して外部の非滅菌の可
能性のある設備に触れる必要なく、作動モードを手動で切り替えられる、と言う利点を与
える。
【０００９】
　１つ又は複数の対話装置を介してメニューモードへ入ることは、まず操作者にメニュー
が提示されると言う利点を与える。メニューは、１つ又は複数の対話装置の第２タイプの
起動によってディスプレイ上に現れる。
【００１０】
　典型的に、先行技術においては、メニューは、マウス、キーボード、スペースボール又
はこれに類似するものを押すなど、非一体化装置のボタンにタッチすることによって操作
者に提示される。
【００１１】
　手持ちスキャナに一体化された対話装置を使用することによって、操作者には、効率的
にメニューが提示される。非一体化装置のボタンを押す代わりに、操作者は、手持ち装置
を使用してメニューへ入れる。このステップだけでも、操作者が別の装置に触れることを
省く。更に、走査システムのいくつかの実施形態において、使用者は、他の起動装置の使
用に依存しない。このようにして、操作者は、手術場所からメニューへ入ることができる
。操作者は、例えば、コンピュータ又はタッチスクリーンに接続された起動装置を押すた
めに手術場所から離れた場所の外部コンピュータ又はタッチスクリーンへ移動する必要が
ない。
【００１２】
　概略的に、本開示は、他の装置及び／又は起動装置を触ることによって汚染することな
く、少なくとも効率よくメニューを開くことができる装置を提供する。
【００１３】
　記録された表面データは、生成されたデジタル３Ｄ表示が患者の歯の形状及び相対的配
列を表すように、少なくとも歯のトポグラフィに関するトポグラフィデータを含む。
【００１４】
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　いくつかの実施形態において、手持ちスキャナは、テクスチャデータ、蛍光データ及び
／又はＩＲデータ記録することができる。
【００１５】
　歯の色調若しくは色を表すテクスチャデータ又は歯の診断情報を与える蛍光データ若し
くはＩＲデータなど、他の種類のデータも歯から記録できる。これらの更なる種類のデー
タは、トポグラフィデータと一緒に又は別個のステップで記録できる。後者の場合、メニ
ューモードで操作者に提示されるメニューは、対応する選択項目を含むことができる。
【００１６】
　いくつかの実施形態において、制御ユニットは、データプロセッサと非一時的コンピュ
ータ可読記憶媒体とを備え、記憶媒体に、コンピュータプログラム製品がデータプロセッ
サによって実行されたとき記録された表面データからデジタル３Ｄ表示を生成するための
命令を含むコンピュータプログラム製品が記憶される。
【００１７】
　３Ｄスキャナシステムの手持ちスキャナを使用して患者の上顎及び下顎の歯を走査する
方法を開示する。手持ちスキャナは、システムが走査モードで作動されるとき物体の表面
データを記録できる。方法は、
　－第１タイプの対話によって手持ちスキャナの第１対話装置を起動することによってス
キャナシステムの走査モードへ入ることと、
　－システムが走査モードのときに一方の顎について表面データを記録することと、
　－第１対話装置との又は手持ちスキャナの第２起動装置との第２タイプの対話によって
スキャナシステムのメニューモードへ入ることであって、メニューが、スキャナシステム
のディスプレイ上に表示された１つ又は複数のメニュー項目を含む、メニューモードへ入
ることと、
　－手持ちスキャナを使用して所望のメニュー項目を選択することと、
　－選択されたメニュー項目に関連する動作を実施することと、
　を含む。
【００１８】
　上述のように、患者の歯についてデジタル３Ｄ表示を記録することに関与する走査手順
は、しばしば、一方の顎の歯が走査される第１走査ステップと、他方の顎の歯が走査され
る第２走査ステップとを含む。最終的に、歯が咬合時にどのように配列されるかについて
の情報を提供するためにバイトスキャンが記録される。このような状況において、走査シ
ーケンスは下記の通りである。即ち、
　第１ステップ：下顎のデジタル３Ｄ表示を記録するために下顎を走査する
　第２ステップ：上顎のデジタル３Ｄ表示を記録するために上顎を走査する
　第３ステップ：バイトスキャンを記録する
【００１９】
　いくつかの実施形態において、メニュー項目は、走査手順の次のステップへ進むことを
含む。患者の歯のデジタル３Ｄ表示を記録するための手順において、次のステップは、例
えば、前のステップにおいて走査された顎に対向する顎を走査すること、又は、咬合時の
歯の相対的配列を検出するために使用されるバイトスキャンである。
【００２０】
　いくつかの実施形態において、メニュー項目は、走査手順において前のステップを反復
すること又は継続することを含む。前のステップの走査が又は走査結果の検査が、走査対
象をより良くカバーするために更なるデータを必要とすることを示す場合、歯科医は、前
のステップを反復又は継続することを選択できる。
【００２１】
　いくつかの実施形態において、メニュー項目は、表示されたデジタル３Ｄ表示の視界を
調節できる検査モードへ入ることを含む。検査モードにおいて、ディスプレイに表示され
る記録された３Ｄジオメトリの視界は、例えば少なくとも１つのモーションセンサによっ
て測定される手持ちスキャナの移動によって決定できる。
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【００２２】
　歯から更なるデータ例えば蛍光及び／又はカラーデータが記録される場合、これらは、
検査モードにおいて歯のデジタル３Ｄ表示と一緒に見ることができる。
【００２３】
　いくつかの実施形態において、手持ちスキャナは、少なくともメニューモードで作動す
るとき手持ちスキャナの移動を検出するように構成された少なくとも１つのモーションセ
ンサを備え、制御ユニットは、検出された移動をメニュー項目の選択へ変換するように構
成される。
【００２４】
　モーションセンサは、ＭＥＭＳ加速計、ジャイロスコープセンサ、磁気センサ、磁気計
、音響センサ、光学及び赤外線センサ、誘導ループ検出器、摩擦電気、震動、慣性スイッ
チセンサ、超音波センサ、マイクロ波レーダーセンサ、又は赤外線レーザーレーダー、超
音波センサ又はマイクロはレーダーセンサなどの伝導エネルギーの反射に基づくセンサ、
を含むことができる。
【００２５】
　モーションセンサは、手持ちスキャナの回転及び／又は移動をメニュー項目の選択に変
換できるように、回転及び／又は移動を検出するように構成される。これによって、操作
者は、適切な方向に手持ちスキャナを回すことによって所望のメニュー項目を選択できる
。例えば、所望の選択項目が、表示されたメニュー項目の中央より上にある場合、操作者
は手持ちスキャナに対応する上下動（tilt）を与えるか、又は所望する選択項目が中央の
左にある場合、操作者は、手持ちスキャナの遠位端をその方向に回す。
【００２６】
　いくつかの実施形態において、第１及び第２タイプの起動は、両方とも、同じ対話装置
で実施され、第１タイプの起動は、対話装置の短時間の起動を含み、第２タイプの起動は
、所望のメニュー項目が選択されるまで対話装置の起動を維持することを含む。
【００２７】
　いくつかの実施形態において、第１及び第２タイプの起動は、両方とも同じ対話装置で
実施される。第１タイプの起動は、更に、走査モードと非走査モードとの間で変化するよ
うに構成される。例えば、同じ対話装置は、最初のタッチによって操作者が患者を走査で
きるようにスキャナをスタートするボタンとすることができる。第２タッチ（例えばボタ
ンが押されている時間に関して第１タッチと同様である）によって、スキャナは走査を停
止する。
【００２８】
　いくつかの実施形態において、メニューモードのとき、スキャナシステムは非走査モー
ドである。メニューモードから出ても、スキャナシステムは非走査モードのままである。
第１タイプの起動が起動されると、走査システムは非走査モードから走査モードへ変化す
る。
【００２９】
　いくつかの実施形態において、メニュー項目の少なくとも一部は、十字形に又は選択項
目が少なくとも部分的円形又は部分的リングを形成するように配列されるなど、中心の周
りに放射状に配列される。
【００３０】
　いくつかの実施形態において、メニュー項目は同心的に配列される。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、メニューモードへ入るとき手持ちスキャナの配列は中心
を画定する。放射状に配列されたメニュー項目は、手持ちスキャナを回す方向に基づいて
簡単に選択できる。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、選択されたメニュー項目は、走査モードへ入り、他方の
顎を走査するためのものである。
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【００３３】
　いくつかの実施形態において、対話装置は、１つ又は複数のスイッチ、ボタンまたは接
触子を備える。
【００３４】
　手持ち装置は走査時に保持されるものなので、対話装置は、操作者が手持ち装置を保持
しながら対話装置を使用できるように、手持ち装置上に配置されることが好ましい。
【００３５】
　走査モードに加えて、スキャナは、例えば診断のために歯から蛍光又は赤外線を記録す
るように構成されるモードなど、他の記録モードへ入ることができる。メニューは、この
場合、これらの更なる記録モードに関係する選択項目を含むことができる。
【００３６】
　いくつかの実施形態において、メニュー項目は、高品位モードへ入ることを含む。この
モードにおいて、システムは、デジタル３Ｄ表示を記録するために使用されるより高い空
間解像度で単一サブスキャンを記録する。
【００３７】
　本発明は、以上および以下に説明するシステム及び方法、並びに、各々上述の第１形態
に関連して説明した利点及び利益の１つ又はそれ以上を生じかつ各々第１形態に関連して
説明する及び／又は特許請求の範囲において開示する実施形態に対応する１つ又はそれ以
上の実施形態を有する対応するシステム及び方法を含む様々な形態に関するものである。
【００３８】
　特に、本明細書において、口内スキャナと少なくとも１つのディスプレイとを備えるシ
ステムを開示する。システムは、
　－口内スキャナが患者の歯列の３Ｄジオメトリを記録するように構成される、走査モー
ド、及び
　－１つ又は複数のメニュー項目を含むメニューがディスプレイに提示され、口内スキャ
ナがメニューに提示される選択項目から選択を行うように構成される、メニューモード、
　で作動でき、口内スキャナは、モードの間で選択を行えるように作られる。
【００３９】
　本発明の上述及び／又は付加的な目的、特徴及び利点は、添付図面を参照する本発明の
実施形態の下記の例示的かつ非限定的な詳細な説明によって更に明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１Ａ】口内走査のための３Ｄスキャナシステムを示す。
【図１Ｂ】口内走査のための３Ｄスキャナシステムを示す。
【図２Ａ】メニューの例を示す。
【図２Ｂ】メニューの例を示す。
【図３Ａ】ディスプレイ上のメニュー項目の配列の更なる例を示す。
【図３Ｂ】ディスプレイ上のメニュー項目の配列の更なる例を示す。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　下記の説明において、発明を実施するための形態を例示的に示す添付図面を参照する。
【００４２】
　図１Ａは、口内走査のための３Ｄスキャナシステムの概略図である。システムは、手持
ちスキャナ１０１を有し、走査モードで作動されるとき患者１０２の歯の表面データを記
録できる。制御ユニット１０３は、データプロセッサと、非一時的コンピュータ可読記憶
媒体と、を有し、この記憶媒体には、手持ちスキャナによって記録された表面データから
デジタル３Ｄ表示１０４を生成するための命令を含む、コンピュータプログラム製品が記
憶される。歯のデジタル３Ｄ表示１０４は、ディスプレイ１０５上に表示される。
【００４３】
　手持ちスキャナは、対話装置１０６を有しており、対話装置は、使用者が手持ちスキャ
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ナの握りを動かすことなく容易に触れられるように配置されている。対話装置１０６は、
使用者が対話装置を起動することによってシステムを作動できるように、制御ユニットと
の手動対話を可能にする。制御ユニットの中のコンピュータプログラム製品は、更に、対
話装置に与えられる起動のタイプを識別するための命令を有する、又は、対話装置自体が
、このタイプを検出して、この情報を制御ユニットへ送信できる。
【００４４】
　スキャナシステムは、少なくとも２つのモード、即ち走査モード及びメニューモードで
作動できる。対話装置が第１タイプの対話に従って起動されるとき、走査モードへ入り、
第２タイプの対話によってメニューモードへ入る。
【００４５】
　ワークフローの１つの例において、システムは、当初、走査モードであり、歯科医は、
下顎の走査を開始する準備が完了している。走査を開始する際、操作者は、手持ちスキャ
ナの接触子を短く押す。下顎の歯の形状を表す第１デジタル３Ｄ表示が、手持ちスキャナ
を使って記録される。歯科医が下顎について充分なデータを得たと考えたら、接触子を押
してそのまま押し下げていることによってメニューモードを起動する。メニューモードに
おいて、「検査モード」、「次へ（Ｎｅｘｔ）」、「戻る（Ｂａｃｋ）」など数個の選択
項目が歯科医に提示される。歯科医は、手持ち装置を対応する方向に回し、「検査モード
」項目が強調されたら接触子を解除することによって、検査モードを選択できる。
【００４６】
　検査モードにおいて、歯科医は、手持ちスキャナを使用して第１デジタル３Ｄ表示を回
転させて様々な視点から第１デジタル３Ｄ表示を見ることによって、第１走査の結果を検
査できる。結果に満足したら、歯科医は、走査シーケンスの次のステップへ進むために、
手持ちスキャナ上の接触子を再び押して、メニューモードへ入り、メニューモードにおい
て、「次へ」項目へ手持ち装置を向けて、接触子を解除する。歯科医及び患者の準備が整
ったら、歯科医は、上顎の歯の形状を示す第２デジタル３Ｄ表示を記録するために、接触
子を短く押して、上顎の歯の走査を開始する。第２デジタル３Ｄ表示の記録及び検査が済
んだら、歯科医は、再びメニューの「次へ」項目を選択して、バイトスキャンの記録へ進
む。バイトスキャンは、歯科医が短く接触子を押すと開始される。
【００４７】
　したがって、開示する３Ｄスキャナシステムは、使用者が、物理的に外部装置に係わる
必要なく、必要とされる患者の歯のデジタル３Ｄ表示を記録できるようにする。
【００４８】
　図１Ｂは、手持ち口内スキャナ１０１の画像を示す。接触子１０６は、使用者がスキャ
ナを手に持ちながら接触子に容易に触れられるように構成される。使用者は、走査時と同
様にスキャナを保持しながら接触子に触れることができる。ディスプレイ１０５には、患
者の一方の顎の歯のいくつかのデジタル３Ｄ表示１０４が示される。
【００４９】
　図２は、システムがメニューモードに入ったときシステムのディスプレイ上に提示され
るメニューのスクリーンショットを示す。図２Ａ及び図２Ｂに示すメニュー２１０は、５
つの選択項目を有する。即ち、
　１．「次へ」２１１、即ち、走査シーケンスの次のステップへ進む
　２．「戻る」２１２、即ち、走査シーケンスの前のステップへ戻る
　３．「ＨＤフォト」２１３、即ち、高空間解像度の単一サブスキャンを記録する
　４．「検査モード」２１４、即ち、それ以前の走査を見ることができるモードへ入る
　５．「キャンセル」２１５、即ち、前のモードへ戻る
【００５０】
　メニューは、走査手順の第１ステップにおいて記録されたデジタル３Ｄ表示の上に可視
化される。システムを図１に関連して説明すると、使用者が対話接触子を押し続けると、
メニューモードへ入る。メニューモードへ入ると、図２Ａに示すように、メニューの中央
部が強調されて、次の動作のために現在の選択を示す。中央部は「キャンセル」項目なの
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【００５１】
　他の４つの選択項目は、使用者が対応する方向に手持ち装置を転じることによって所望
の選択項目を選択できるように、中心の周りに放射状に配列されて、リングを形成する。
例えば、走査シーケンスの次のステップへ進むことを選択するには、使用者は、「次へ」
項目が強調される（図２Ｂ）まで接触子を押し続けながら手持ちスキャナを右へ転じる。
使用者は、その後、接触子を解除し、それによって、「次へ」項目が選択され、走査シス
テムは、スキャンシーケンスの次のステップを開始する準備が整う。
【００５２】
　図３は、ディスプレイ上のメニュー３１０の選択項目の配列の更なる例を示す。
【００５３】
　図３Ａにおいて、図２Ａに関連して説明した５つのメニュー項目は、使用者が手持ちス
キャナをどの方向に転じるかではなくどれだけ転じるかに応じてメニュー項目３１１、３
１２、３１３、３１４及び３１５を選択するように、同心的に配列される。現在選択され
る選択項目の強調は、この場合にも、制御システムとの使用者の対話を支援できる。
【００５４】
　図３Ｂにおいて、同じ５つのメニー項目３１１、３１２、３１３、３１４及び３１５は
、選択が移動の方向に基づくように十字形に配列される。選択項目がディスプレイ上に３
ｘ３の格子を形成するように、更なる選択項目３１７、３１８、３１９及び３２０を追加
することもできる。更なる選択項目は、例えば、蛍光又はＩＲ走査／画像化などの記録モ
ードに関連できる。
【００５５】
　いくつかの実施形態について詳細に説明し図示したが、本発明は、これらの実施形態に
限定されず、特許請求の範囲において規定される内容の範囲内で他の様式でも実現できる
。特に、他の実施形態が、本発明の範囲から逸脱することなく利用でき、構造的及び機能
的修正を加えることができることが分かるはずである。
【００５６】
　数個のミーンズを列記するデバイスクレームにおいて、これらのミーンズのいくつかは
、１つの同じハードウェア項目によって実現できる。特定の手段が相互に異なる従属クレ
ームにおいて言及される又は異なる実施形態において説明されることは、これらの手段の
組合せを有利に利用できないことを示さない。
【００５７】
　請求項は先行する請求項のいずれかに言及してもよく、「いずれか」とは、先行する請
求項の「いずれか１つ又はそれ以上」を意味するものとする。
【００５８】
　「含む（備える）（comprise）」と言う語が本明細書において使用される場合、示され
る特徴、数、ステップ又は構成要素の存在を特定するが、１つ又は複数の他の特徴、数、
ステップ、又はそれらのグループの存在又は追加を排除するものではないことを、強調し
なければならない。
【００５９】
　上記及び下記の方法の特徴は、ソフトウェアで実現されてもよく、コンピュータ実行可
能な命令の実行によって生じるデータ処理システムまたは他の処理手段において実行され
てもよい。命令は、記憶媒体から又はコンピュータネットワークを介して別のコンピュー
タからＲＡＭなどのメモリにロードされたプログラムコード手段とすることができる。代
替的に、上述の特徴は、ソフトウェアの代わりに又はソフトウェアと組み合わせてハード
ワイヤ回路によって実現できる。
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【図２Ｂ】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【手続補正書】
【提出日】平成31年4月4日(2019.4.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　医療用の３Ｄデータ表示のためのノンタッチユーザーインターフェイスが、いくつか、
文献に説明されている。Vogt他（２００４）は、医療用３Ｄ画像化データの現場可視化の
ためのタッチレス対話システムについて説明する。このユーザーインターフェイスは、反
射性マーカーの追跡を基本とし、医師の頭にカメラが取り付けられる。Graetzel他（２０
０４）は、手ぶりをマウス動作として解釈するタッチレスシステムについて説明する。こ
れは、立体視に基づくものであり、最小限の侵襲性の手術に使用するためのものである。
米国特許出願公開第２０１６／０２５９５１５号明細書では、複数のユーザ対話装置を有
する３Ｄ走査システムが開示されている。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口内走査して少なくとも２つのステップを有する走査手順によって物体のデジタル３Ｄ
表示を記録するように適合された３Ｄスキャナシステムであって、前記スキャナシステム
が、
　－走査モードで作動されるとき前記物体について表面データを記録できる手持ちスキャ
ナ（１０１）と、
　－前記記録された表面データから前記物体のデジタル３Ｄ表示（１０４）を生成するよ
うに構成された制御ユニット（１０３）と、
　－前記物体の前記デジタル３Ｄ表示を表示するためのディスプレイ（１０５）と、
　を備え、
　前記手持ちスキャナが、前記制御ユニットとの手動対話を可能にする１つの対話装置（
１０６）を備え、
　前記１つの対話装置（１０６）の第１タイプの起動が、前記システムが前記走査モード
へ入れるようにし、
　前記１つの対話装置（１０６）の第２タイプの起動が、前記スキャナシステムがメニュ
ーモードに入れるようにし、前記メニューモードにおいて、１つ又は複数のメニュー項目
（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１４,３１５,３１７,
３１８,３１９,３２０)を含むメニュー（２１０，３１０）が前記ディスプレイ（１０５
）上に提示され、前記手持ちスキャナ（１０１）が提示された前記メニュー項目（２１１
,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１４,３１５,３１７,３１８,３
１９,３２０)の中から選択を行うように構成され、
　前記第１及び第２タイプの起動の両方が、前記１つの対話装置（１０６）で実施され、
前記第１タイプの起動が前記対話装置（１０６）の短時間起動を含み、前記第２タイプの
起動が、所望の前記メニュー項目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２
,３１３,３１４,３１５,３１７,３１８,３１９,３２０)が選択されるまで前記対話装置の
前記起動を維持することを含む、
　ことを特徴とする、スキャナシステム。
【請求項２】
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　前記メニュー項目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１
４,３１５,３１７,３１８,３１９,３２０)が前記走査手順の次のステップへ進むことを含
む、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記メニュー項目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１
４,３１５,３１７,３１８,３１９,３２０)が、前記走査手順の前のステップを反復又は継
続することを含む、請求項１又は２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記メニュー項目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１
４,３１５,３１７,３１８,３１９,３２０)が、表示された前記デジタル３Ｄ表示（１０４
）の視界を調節できる検査モードへ入ることを含む、請求項１～３のいずれかに記載のシ
ステム。
【請求項５】
　前記手持ちスキャナ（１０１）が、少なくとも前記メニューモードで作動するとき前記
手持ちスキャナ（１０１）の前記移動を検出するように構成された少なくとも１つのモー
ションセンサを備え、前記制御ユニット（１０３）が、検出された前記移動をメニュー項
目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１４,３１５,３１７
,３１８,３１９,３２０)の選択へ変換するように構成される、請求項１～４のいずれかに
記載のシステム。
【請求項６】
　前記第１及び第２タイプの起動の両方が、同じ前記対話装置（１０６）で実施され、前
記第１タイプの起動が、走査モードと非走査モードの間で変化するように更に構成される
、請求項１～５のいずれかに記載のシステム。
【請求項７】
　メニューモードにおいて、前記スキャナシステムが非走査モードにある、請求項１～６
のいずれかに記載のシステム。
【請求項８】
　前記メニュー項目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１
４,３１５,３１７,３１８,３１９,３２０)の少なくとも一部が、十字形に沿って又は前記
選択項目が少なくとも部分的円形若しくは部分的リングを形成するように配列されるなど
、中心の周りに放射状に配列される、請求項１～７のいずれかに記載のシステム。
【請求項９】
　前記手持ちスキャナ（１０１）の前記配列が、前記メニューモードへ入るとき前記中心
を画定する、請求項８に記載のシステム。
【請求項１０】
　３Ｄスキャナシステムの手持ちスキャナ（１０１）を使用して患者の上顎及び下顎の歯
を走査する方法であって、前記手持ちスキャナ（１０１）が、前記システムが走査モード
で作動されるとき物体の表面データを記録でき、前記方法が、
　－第１タイプの対話によって前記手持ちスキャナ（１０１）の１つの対話装置（１０６
）を起動することによって前記スキャナシステムの前記走査モードへ入ることと、
　－前記システムが走査モードにあるとき、前記顎の一方について表面データを記録する
ことと、
　－前記手持ちスキャナの前記１つの対話装置（１０６）との第２タイプの対話によって
前記スキャナシステムのメニューモードへ入ることであって、前記メニュー（２１０，３
１０）が前記スキャナシステムのディスプレイ（１０５）上に表示された１つ又は複数の
メニュー項目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１４,３
１５,３１７,３１８,３１９,３２０)を含む、入ることと、
　－前記手持ちスキャナ（１０１）を使用して前記所望のメニュー項目（２１１,２１２,
２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,３１３,３１４,３１５,３１７,３１８,３１９,３
２０)を選択することと、
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　－前記選択されたメニュー項目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２
,３１３,３１４,３１５,３１７,３１８,３１９,３２０)に関連する動作を実施することと
、
　を含む、
　ことを特徴とする、方法。
【請求項１１】
　前記選択されたメニュー項目（２１１,２１２,２１３,２１４,２１５,３１１,３１２,
３１３,３１４,３１５,３１７,３１８,３１９,３２０)が、走査モードへ入ることと前記
顎の他方を走査することとである、請求項１０に記載の方法。
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